
      

 

 

 

 

 
  

  

  
 
 
  
 
  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
  
 
 

    発    行 

西 入 間 警 察 署 

2 8 4 - 0 1 1 0 

若 葉 交 番 

2 8 7 - 6 8 8 6 

者ですが。 

 

 

 

  

(3/１～３/31 扱い ) 

 空き巣・・・・・２件 

 オートバイ盗・・１件 

 自転車盗 ・・・１件 

 万引き・・・・・１件 

 器物損壊・・・・１件 

 盗撮・・・・・・１件 

 

 

 

 

 

 

道路交通法の改正で、すべての 

自転車利用者は 

 ヘルメット着用が努力義務 

となりました。 

自分の身を守るために、 

自転車を利用するときは必ず   

 ヘルメットの着用 

をお願いします。        

         

 

 

いろいろな手口のドロボーを撃退する 
には、ひとつの対策でなく、数種類の 
対策を組み合わせる事が良いでしょ
う。 

 
〇 人通りのある、明るい道を。  
 
〇「歩きスマホ」「イヤホン」  
  の使用は控える。 
 
〇 何かあったら「大声」を出す。 
 
〇 防犯ブザー等を活用する。 
 

 

  

 
高齢者の事故が増えています。 

横断歩道で高齢者を見かけたら 
 一時停止・徐行をするなど 
思いやりのある運転を心掛け 

ましょう。 
 

● お金をすぐに振り込んでくれと指示 

● キャッシュカードが使えない、手続きのため 

 キャッシュカードを預かると要求 

● 息子を騙り不倫や職場の借金や損失補顛要求 

● 市役所職員を騙り、還付金があると連絡 

   

 


